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今回の弊社Grant Thornton Vietnamのニュースレターでは、以下の内容に関する重要な最新のガイダンスについてご案
内させて頂きます。

付加価値税および法人所得税に関する政令
146/2017/ND-CPでの改正事項。

輸出入関税の現行規定に関する疑問に対する
税関当局の回答。

輸出製品製造のための輸入物品を破棄する場
合の税務処理。

1. 2. 3.

外国会社の外国人駐在員事務所長は労働許
可証免除対象外。

1,000億VND以上の機械を輸入する投資プロ
ジェクトへの付加価値税の納税期限延長。

4. 5.
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1. 付加価値税および法人所得税に関する政令146/2017/ND-CPでの改正事項

付加価値税および法人所得税の施行細則となるDecree 100/2016/ND-CPおよびDecree 12/2015/ND-CPを改正・補足する2017年12月15日付け政令Decree 

146/2017/ND-CPが発行されました。注目すべき内容としては、以下の点が挙げられます。

 輸入した物品を非関税区へ輸出する場合、および、輸入した物品を外国へ輸
出する場合が、輸出企業に対する付加価値税還付の対象として追加されまし
た。以前の規定では、「輸入して輸出する」場合は、付加価値税還付の対象
になっていませんでした。

 法人所得税の損金算入が認められる費用から一度外された生命保険の保険
料が改めて追加されて、その生命保険料と、任意年金保険への保険料引当
金および支払保険料に対して損金算入が認められる上限額が労働者1名当
たり月次1百万VNDから3百万VNDへと引上げられました。

Decree 146/2017/ND-CPは、2018年2月1日から施行されます。

 天然資源、鉱物資源の比率が51%以上を占める輸出物品が付加価値税率0%

の適用対象として追加されました。具体的には、以下が追加されました。

自社が直接に開発した天然資源・鉱物資源を加工、または、
加工を他社へ外注して、その加工過程において異なる製品と
なったものをその後引き続いて加工して輸出製品となった製品。

自社が購入した天然資源・鉱物資源を加工、または、加工を
他社へ外注して、その加工過程において異なる製品となったも
のを引き続いて加工して輸出製品となった製品。



4Tax Newsletter No.1-2018

02 03 05 06 08 09 11 12
JAN APR JUL OCTJUL OCTJAN APR

2. 輸出入関税の現行規定に関する疑問に対する税関当局の回答

 ダンピング防止税、相殺関税、緊急関税、環境保護税について：

輸出製品製造のための輸入原料に対して、緊急関税、相殺関税、ダンピング防止税
は、輸入関税と同様に適用されます。従って、輸入関税の免税要件を満たしている輸
出製品製造のための輸入原料に対しては、緊急関税、相殺関税、そして、ダンピング
防止税も免税されます。

 加工契約対象の原料を異なる加工契約の対象とする場合の免税適用につい
て：

加工契約の契約期限が終了した場合、加工のために輸入した原料を再輸出せずに、
異なる加工契約の対象とする場合、規定に従いみなし輸出入の手続きを実施すれ
ば免税されます。

 外国で加工するために材料を輸出して加工後の製品を輸入した場合の輸出関
税還付について：

外国で加工するために材料を輸出して加工後の製品を輸入した場合の輸出関税還
付に関する規定は現行法にはありません。

 輸出製品製造のために輸入する原料の輸入関税免税を受ける場合の実地検
査について：

輸出製品製造のための輸入物品に関わる製造現場での実地検査は、輸出製品製
造のために輸入する原料・資材・機械・設備の輸入関税免税を最初に受ける機関・
個人に対してのみ実施されます。

輸出入関税法の実施に関していくつかの省および中央直轄都市の税関局から寄せられた疑問に対する税関総局の回答
が2017年11月20日付けガイダンスOfficial Letter 7599/TCHQ-TXNKとして発行されました。
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3. 輸出製品製造のための輸入物品を破棄す
る場合の税務処理

4. 外国会社の外国人駐在員事務所長は労
働許可証免除対象外

輸出製品製造のための輸入物品を破棄する必要がある場合の税務処理に関するガ
イダンスが、2017年12月13日Official Letter 8127/TCHQ-TXNKとして税関総局
から全国の税関局宛てに発行されました。これによれば、税務処理は以下の通りです。

輸入関税について：

輸出製品製造のために輸入した原料・資材・部品の使用用途が無くなり破棄する必
要がある場合、あるいは、輸出製品製造のために輸入した原料・資材・部品で半製
品・製品となったが仕損品となってしまい破棄する必要がある場合、輸入関税の申
告・納税を行う必要があります。

付加価値税について：

輸出製品製造のために輸入した原料・資材・部品の使用用途が無くなり破棄する必
要がある場合、あるいは、輸出製品製造のために輸入した原料・資材・部品で半製
品・製品となったが仕損品となってしまい完全に破棄する必要がある場合、付加価値
税の納税は不要です。

輸入物品を破棄しても使用価値が残っておりベトナムで消費される場合には、付加価
値税法の規定に基づいて付加価値税の納税をする必要があります。

外国人の駐在員事務所長に対する労働許可証に関するガイダンスが、2017年11月
27日付けOfficial Letter 1246/CVL-QLLDNNとして労働・傷病兵・社会省から発
行されました。

これによれば、在ベトナム駐在員事務所長となる外国人は、国際機関またはNGO

（非政府組織）の駐在員事務所長の場合にのみ労働許可証が免除されます。外
国会社の駐在員事務所長であれば、労働許可証を取得する必要があります。
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5. 1,000億VND以上の機械を輸入する投資プロジェクトへの付加価値税の納税期限延長

1,000億VND以上の輸入機械に対する付加価値税の納税期限に関するガイダンス
が、2017年11月8日付けOfficial Letter 7292/TCHQ-TXNKとして税関総局から
発行されました。注意すべき内容として以下のような点が挙げられます。

付加価値税納税期限の延長が適用される対象について：

現行の規定によれば、投資プロジェクトのために合計1,000億VND以上の機械・設備
を輸入する場合、当該投資プロジェクトの固定資産を形成する輸入機械・設備に関
わる付加価値税の納税について、規定に基づく納税期限日から60日の猶予期間を
申請する権利を持ちます。

付加価値税の納税期限延長対象リストについて

投資プロジェクトの固定資産を形成する機械・設備を複数回に分けて輸入する場合、
最初の輸入時に、自社で作成した納税期限延長の申請対象輸入貨物リストを併せ
て提出する必要があります。 税務、その他御社事業活動に関わる法令に関するアドバイスをご希望される場合、

ご遠慮なく、弊社Grant Thorntonの専門家へお問い合わせ下さい。
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Grant Thornton Vietnam は責任を負いません。
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